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協議資料１



医療機能の現状と今後の方向を報告

都
道
府
県

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定
し、更なる機能分化を推進

（医療ニーズを見据えて、資源の最適化）

（「地域医療構想」の内容）
１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と必要病床数を推計

・在宅医療等の医療需要を推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、 医療従事者の確保・養成等

（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に
選択

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、
「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

地域医療構想について
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「病床機能報告制度」

○ 地域医療構想の趣旨は、人口減少に伴い患者も大きく減少し、病院経営に大きな影響
を与えることが予想される中で、将来を見据え、いかに医療資源を有効に活用し、効果
的な医療提供体制を構築していくかということ。

○ 本県では、平成２８年１０月「秋田県地域医療構想」を策定した。

地域で不足している医療機能を創出し、特徴ある病院づくりをする



秋田県地域医療構想調整会議の設置

病床機能の分化・連携 在宅医療等の充実

（専門部会）

〇 設置形態
・構想区域ごとに設置（二次医療圏と同じ８区域）
・医療連携体制等を検討する場合、複数地域の会議を合同で開催することも想定。
・必要に応じて調整会議の下に「専門部会」を設置。
⇒ 個別分野（病床機能の分化・連携、在宅医療等の充実）について、具体的な検討を行う。

〇 協議事項
毎年報告される病床機能報告のデータや構想区域内の医療機関の状況について、
情報共有を図りながら、次の事項を協議。

① 地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議
② 在宅医療等の充実に関する協議
③ 都道府県計画（地域医療介護総合確保基金）に盛り込む事業に関する協議
④ その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議

秋田県地域医療構想調整会議
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の
「現状」と「今後の方向」を、自ら１つ選択して報告。（平成26年度から導入）

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能※
高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児
集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療
を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者
又は難病患者等を入院させる機能

病床機能報告制度について

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテー
ションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できるこ
とにご留意ください。
○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供して
いる場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や入院
患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
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医療機能の選択に当たっての基本的な考え方

（ある病棟の患者構成イメージ）

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報
告することとされているが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院してい
ることから、下図のように当該病棟でいずれかの機能のうち最も多くの割合
の患者を報告することを基本とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

各々の病棟については、

として報告することを基本とする。

「回復期機能」

「急性期機能」

「慢性期機能」

「高度急性期機能」

回復期機能の患者

高度急性期機能の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者
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○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
医療を提供する機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
診療密度が特に高い医療を提供する機能

特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱い

高度急性期機能

回復期機能

慢性期機能 特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料

療養病棟入院基本料

救命救急入院料
特定集中治療室管理料

ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料
脳卒中ｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料
小 特定集中治療室管理料

新生 特定集中治療室管理料

 合周 期特定集中治療室管理料

新生児治療回復室入院管理料急性期機能

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治

療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療
室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を
提供する病棟

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の
意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は
難病患者等を入院させる機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部
骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を
目的としたリハビリテーションを集中的に提供す
る機能（回復期リハビリテーション機能）。

地域包括ケア病棟入院料（※）
※ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が
主に回復期機能を提供している場合は、回
復期機能を選択し、主に急性期機能を提供
している場合は急性期機能を選択するなど、
個々の病棟の役割や入院患者の状態に照ら
して、医療機能を適切に選択。

特定入院料等を算定する病棟については、一般的には、次のとおりそれぞれの機能として報告するものとして取り扱う。
その他の一般入院料等を算定する病棟については、各病棟の実態に応じて選択する。

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料
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病床機能報告制度と地域医療構想の将来推計の違い



病床機能報告における区分

高 度
急性期

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向
けて、診療密度が特に高い医療を提供する機
能

急性期 ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向
けて、医療を提供する機能

回復期 ○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた
医療やリハビリテーションを提供する機能。

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨
頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在
宅復帰を目的としたリハビリテーションを集
中的に提供する機能（回復期リハビリテー
ション機能）。

慢性期 ○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる
機能

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重
度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー
患者又は難病患者等を入院させる機能

地域医療構想と病床機能報告制度における区分の比較
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地域医療構想における区分

高 度
急性期

○医療資源投入量＊が 3,000 点以上

急性期 ○医療資源投入量＊が 600 3,000点
○医療資源投入量＊が 175 600 点だが、早期
リハビリテーション加算を算定し、かつリハ
ビリ分の点数を加えた医療資源投入量が 600 
点以上

回復期 ○医療資源投入量＊が 175 600 点
○医療資源投入量＊が 175 点未満だが、リハビ
リ分の点数を加えると 175 点以上

○回復期リハビリテーション病棟

慢性期 ○リハビリ分の点数を加えた医療資源投入量＊
が 175 点未満

○障害者施設・特殊疾患病棟
○療養病床

＊入院基本料相当分と一部のリハビリ分の点数を除いた診療報酬点数
下線の入院患者数は、医療資源投入量に関わらず、当該区分に含める。 ※「地域医療構想策定ガイドライン」より作成



地域医療構想の進行状況と来年度の進め方について 

平成３１年３月１１日 

医 務 薬 事 課 

１ 今年度の取組状況について 

具体的な議論を進めるため、全県的な立場である県医療審議会（県版調整会議）にお

いて構想区域毎の固有課題を協議した後、各区域の調整会議に提示し、協議を開始した。 

（１）第１回秋田県医療行政懇談会（７／１８ 県医師会と協議） 

   医療審議会で構想区域毎の固有課題を協議した後、調整会議に提示する方法につ

いて協議 

（２）第１回秋田県医療審議会（８／２０ 医療提供体制に係る固有課題を協議） 

（３）県行政との懇談会（９／４ 県病院協会へ説明） 

（４）健康福祉部・地域振興局福祉環境部連絡調整会議（９／５ 各振興局へ説明） 

（５）郡市医師会長との意見交換会（９／１２ 郡市医師会長と協議） 

（６）９月議会 福祉環境委員会（９月下旬 県議会へ説明） 

（７）第１回地域医療構想調整会議（全体会）（１０/１１～１１/６ 全８地域で開催） 

○公立病院・公的病院等２０２５プランの説明・協議 

   ○医療提供体制に関する地域の固有課題の認識共有 

   ○現状と２０２５年を見据えた病床機能・病床数に関する報告・協議 

◎全体的に多かった意見 

・当面、病床数を維持するのが妥当と考えているが、中長期的にはダウンサイズが必要。 

・病床数は自然収斂する。 

・病院間の役割、機能調整が必要。 

・医師、看護師等の医療従事者、介護人材の確保が困難。 

・医師の地域偏在、診療科偏在が問題。 

・病院と介護・福祉施設の連携は良くなっている。 

（８）地域医療構想シンポジウム（１１／１８ 能代市で開催） 

   能代・山本医療圏の課題と展望について、県健康福祉部保坂部長が講演を行った。 

（９）第２回秋田県医療行政懇談会（１１／２１ 県医師会と協議） 

   「県の地域医療構想に関する基本的な考え方」、「各医療圏における病院の役割分

担・地域医療連携推進法人の設立」等について協議 

（１０）第２回地域医療構想調整会議（専門部会）（１/１６～３１ ５地域で開催※） 

○地域の実情を踏まえた急性期・回復期の病床機能のあり方について 

国からの 8月 16日付け「地域の実情に応じた定量的な基準の導入について」の

通知に基づき、定量的な基準に関する協議を開始 

※開催地域：大館・鹿角、能代・山本、由利本荘・にかほ、大仙・仙北、横手 



（１１）第２回秋田県医療審議会（３／１１） 

  ○今年度の地域医療構想調整会議の開催状況に関する報告・協議 

（１２）第２回地域医療構想調整会議（専門部会）（３/１３ 秋田周辺地域で開催予定） 

○地域の実情を踏まえた急性期・回復期の病床機能のあり方について 

（１３）各病院との意見交換会（３月下旬 北秋田、湯沢・雄勝地域で実施予定） 

  ○地域の実情を踏まえた急性期・回復期の病床機能のあり方について 

２ 今年度のまとめ 

  各調整会議において、医療提供体制に係る各地域の固有課題を提示し、協議していく

こととした。また、地域の実情が反映された病床機能毎の病床数の把握するため、病床

機能報告制度を補完すべく定量的な基準について一部の地域で協議した。 

※実施回数：全体会８地域で各１回ずつ、専門部会５地域で各１回ずつ（１回実施予定）、 

      県医療審議会２回 

３ 来年度の進め方 

（１）外来医療の医療提供体制に関する協議 

   外来医療の医療提供体制の確保に係る計画に関し、意見を聴取する。 

（２）定量的な基準に関する協議 

引き続き、各地域の専門部会等で協議を継続し、地域の実情が反映された病床機能毎

の病床数の把握を行う。また、県医師会・県病院協会とも必要な協議を行う。 

（３）固有課題に関する協議 

地域の実情が反映された病床機能毎の病床数の状況が共通認識となった後、医療提供

体制に係る各地域の固有課題について協議する。 

（４）医療介護基金の活用による医療機関への支援 

地域医療構想の実現に向け、調整会議で了承が得られた必要な医療機能の転換・集約

化やダウンサイズなどの施設・設備整備に対する医療介護基金を活用した支援について

協議する。 






